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第２０章 農業委員会事務局 

 

   〔総括概要〕 

 

農業委員会は、農業委員会法の制定以来、農業者の利益代表機関として、「優良農

地の確保と有効利用」、「担い手の確保と育成」を重要な使命として、農地法の適正

な執行や地域の世話役活動に取り組んできた。 

平成 21 年 12 月の農地法改正により、病院、学校等の公共転用への協議制の導入

による転用規制の厳格化が図られた。また、農地の適切な利用を徹底するため、全

ての農地を対象とした利用状況調査を毎年実施し、遊休農地については、従来の市

町村が指定した遊休農地に必要な措置を講ずる仕組みを見直し、全ての遊休農地を

対象とする仕組みに強化が図られるなど、農業への参入を促進し、限りある我が国

の農地を有効利用するため、農業委員会が担う役割の見直しが行われた。 

さらに、平成 28 年 4 月 1 日に施行される農業委員会等に関する法律の改正により、

農業委員会制度が大幅に変更され、従来からの農地法に基づく許認可等事務の他、

担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消及び農業新規参

入の促進を目的とした農地等の利用の最適化の推進が農業委員会法に規定され、重

点業務と位置づけられることになった。  

本市は、平成 28 年 7 月 20 日に県内で最初に新制度に移行することになるため、

平成 28年 3月議会で農業委員と農地利用最適化推進委員の定数を定める条例が議決

された後、早急に農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦及び募集の説明会(3 月

中に 4 回)を開催した。  

また、農業者年金への加入推進、各地域での農業青色申告簿記記帳指導会の開催、

家族経営協定の啓発推進、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用した遊休農地

解消、中核農家への農地集積の促進や新規就農者に対して適正な助言及び指導を行

うなど地域農業振興の推進を図った。  

 

 農地振興担当   

 

１ 農業委員会の構成  

(1) 農業委員 

・定数 38 人  

・現員 38 人 

     公選 29 人 

（第 1 選挙区 8 人、第 2 選挙区 5 人、第 3 選挙区 6 人、第 4 選挙区 4 人、 

第 5 選挙区 2 人、第 6 選挙区 4 人） 

選任 9 人 

（下野農協 1 人、上都賀農協 1 人、県南共済 1 人、上都賀共済 1 人、土地 

改良 1 人、学識経験 (議会推薦)4 人） 
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議席番号 選出区分 氏   名  議席番号 選出区分 氏   名  

1 公 選  大橋  重 20 公 選  木村 隆夫 

2 〃 大島 公一 21 〃 大塚 幸八 

3 〃 赤坂 敏雄 22 〃 毛塚  渡 

4 〃 巻島 勘一 23 〃 牛久 秀一 

5 〃  石川 和芳 24 〃 前田 克己 

6 〃 茅島 淳二 25 〃 大山 善夫 

7 〃 須藤 時夫 26 選 任 （ 下 野 農 協 ） 阿部 秀夫 

8 〃 大出 陽子 27 選任（上都賀農協） 早乙女晴夫 

9 〃 山ノ井 勝 28 選 任 （ 県 南 共 済 ） 横田 文男 

10 〃 中田 栄伴 29 選任（上都賀共済） 柏崎 一美 

11 〃 中島 征紀 30 選 任 （ 土 地 改 良 ） 田熊 良夫 

12 〃 柴田 光一 31 選 任 （ 議 会 推 薦 ） 岸 シヅエ 

13 〃 若色 昭松 32 〃  毛塚 玲子 

14 〃  柴 賢一郎 33 〃  渡辺 計子 

15 〃  早乙女正司 34 〃  手塚 政子 

16 〃 加藤 光雄 35 公 選  髙橋 貞雄 

17 〃 白沢 栄幸 36 〃 坂本 敏枝 

18 〃 黒川 昌宏 37 〃 山中 雅博 

19 〃 日向野常男 38 〃 戸澤 忠夫 

(2) 農業委員会補助員  

補助員は、各農家集落から推薦があった者を、農業委員会会長が委嘱する。任期は

1 年とし、農業委員会活動を補助する。（再任は妨げない）  

地域名 栃木 大平 藤岡 都賀 西方 岩舟 合計 

人数(人) 120 35 106 44 33 75 413 

(3) 委員会の設置 

   農業委員会の円滑かつ適正な運営のために運営委員会を設置した。また、活発な活

動を展開するため、3つの専門委員会を設けている。 

ア 運営委員会 

    農業委員会全体の運営  

    ・建議要望書提出  

    ・農業者との意見交換会  

イ 専門委員会 

(ｱ) 耕作放棄地対策委員会  

     ・耕作放棄地の解消 

     ・耕作放棄地たすけ隊の支援活動 

   (ｲ) 農業委員会だより編集委員会  

     ・農業委員会の活動を周知するための広報誌を発行 

     ・6月号、12月号発行 



- 941 - 

   (ｳ) なでしこ委員会  

     女性農業委員で組織し、女性の視点を活かした農業振興 

     ・小学生農業体験学習（田植え、稲刈り）  

     ・地産地消イベントへの参加（とちぎアグリフェスタ等での蔵っこ鍋の提供）      

・熱中症予防教室及び農薬の使い方教室の開催 

     ・かんたんむだなしエコ料理教室の開催  

     ・市主催の農業後継者婚活イベントへの参画 

 

２ 総会開催状況 

開 催 日 場   所 付議事件数(件) 

 4月30日(木) 吹上公民館 7 

 5月29日(金) 市役所正庁 8 

 6月30日(火) 吹上公民館 10 

 7月31日(金) 市役所正庁 7 

 8月28日(金) 市役所正庁 9 

 9月30日(水) 市役所正庁 7 

10月30日(金) ニューアプロニー 9 

11月30日(月) 市役所正庁 6 

12月25日(金) 市役所正庁 8 

 1月28日(木) 吹上公民館 7 

 2月26日(金) 市役所正庁 15 

 3月30日(水) 市役所正庁 7 

 

３ 証明書等の発行状況 

 

 

４ 委員研修・視察等 

  県農業会議等の主催で開催される研修会に積極的に参加するとともに、市独自でも自

主研修会を開くなど、委員の資質の向上に努めた。 

  また、先進地を視察訪問するとともに、他市町からの視察も受け入れ、他市町農業委

員会との意見交流・情報交換の中で見聞を広めた。  

  ・実施状況 

実施日 研 修 内 容 開催場所 

7月 2日(木) 福島県会津坂下町農業委員会視察来庁  市役所501会議室 

7月 7日(火) 第1回栃木県農業委員研修会  県教育会館 

種  別 件 数 (件) 

耕 作 証 明 書 440 

農家資格証明書  112 

諸 証 明 等 356 

合 計 908 
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7月21日(火) 
下都賀地区農村女性会議（なでしこ委員活動

発表） 
下都賀庁舎 

7月24日(金) 熱中症予防教室、農薬の使い方教室  国府公民館 

9月 1日(火) 農業委員会視察研修会  北海道滝川市 

10月 7日(水) 耕作放棄地対策委員会視察研修  群馬県渋川市 

10月 8日(木) 
関東ブロック女性農業委員研修会（なでしこ

委員会事業発表）  

ホテル東日本宇都

宮 

10月22日(木) 下都賀地区女性農業委員ネットワーク研修  栃木市 

11月 5日(木) 第2回栃木県農業委員研修会  県教育会館 

11月30日(月) 農業者年金加入推進研修会 市役所正庁 

12月 9日(水) 
とちぎ女性農業委員の会総会  

栃木県女性農業委員研修会 
県自治会館 

2月10日(水) 栃木県農村女性トップリーダー懇談会  とちぎ健康の森  

2月23日(火) 下都賀地区女性農業委員ネットワーク研修  壬生町 

 

５ 農業者と農業委員との意見交換会  

  「地域の農地と担い手を守り活かす運動」の一環として、農業者から意見・要望を汲

み上げ、農業委員会の持つ「意見の公表」「建議」の機能に基づき、実のある施策とし

て実現させていくため、農業者との意見交換会を開催している。  

今年度は、栃木地域・大平地域・藤岡地域・都賀西方地域・岩舟地域の 5 ブロックに

分かれてそれぞれの地域の実情に応じた意見交換の場を設けた後、全体会で各地域から

出された意見をまとめて発表した。 

  ・開催日    10月30日(金) 

・開催場所   ニューアプロニー 

・参加者数                       （単位：人）  

地域名 農業者 農業委員 市職員 

栃木 8 9 3 

大平 8 7 3 

藤岡 7 9 3 

都賀 5 5 2 

西方 6 4 1 

岩舟 4 4 2 

合計 38 38 14 

 

６ 農業青色申告簿記記帳指導会  

  栃木市農業青色申告会を組織し、合併前の旧市・町単位を支部として活動している。

自立経営農家を志向する経営主に対し、企業的農業経営の確立と、簿記記帳による適正

納税が図られるよう、簿記記帳指導会を開催した。また、農業経営の改善、合理化を図

るため、パソコン簿記の研修会を開催した。 
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 (1) 農業青色申告会加入者            （単位：人） 

区 分 26年度末 27年度中増減 現加入者数 

栃木支部 133 ▲ 4 129 

大平支部 118 ▲ 1 117 

藤岡支部 59 - 59 

都賀支部 82 ▲ 2 80 

西方支部 102 - 102 

岩舟支部 46 ▲ 2 44 

合 計 540 ▲ 9 531 

(2) 簿記記帳指導会開催状況  

区 分 
回数 

(回) 

受講者延べ 

人数(人) 
講   師 

栃木支部  7 209 

 県農業会議指導協力員  

島田喜一、長幸雄、谷中克己、本澤敏江、久保弘、 

  大阿久善之 

大平支部  5 296 

県農業会議指導協力員  

  生澤幸雄、堀江裕之、大山幸夫、板垣貴則、 

五十畑利茂 

藤岡支部  8 174 
県農業会議指導協力員  

  飯塚豊、田沼正能、上岡正則 

都賀支部  4 153 

県農業会議指導協力員  

  渡辺繁、石川明、茅島美季  

青色申告指導員補助  

  大栗君子 

西方支部  5 151 

県農業会議指導協力員  

  坂本光祥、川嶋伸元、高山一郎 

青色申告指導員補助  

中田全紀、大島秀章 

岩舟支部  6 72 
県農業会議指導協力員  

島田共一、三柴茂 

合 計 35 1,055 
県農業会議指導協力員 22人 

青色申告指導員補助    3人 

(3) パソコン簿記研修会開催状況  

区 分 回数(回) 受講者延べ人数(人) 講   師 

栃木支部 9 120 ソリマチ農業ソフト認定インストラクター  

根本壽一 大平支部 2 18 

藤岡支部 10 108 田沼正能 

都賀支部 13 199 
ソリマチ農業ソフト認定インストラクター  

根本壽一 



- 944 - 

西方支部 4 42 
栃木県農業大学校講師ソリマチサポート  

 長嶋修一 

岩舟支部 2 10 
ソリマチ農業ソフト認定インストラクター  

根本壽一 

合 計 40 497  

 

７ 標準農作業料金の設定  

  兼業農家が農作業の部分又は全面委託を行う際、本来は圃場条件や作業の難易度等を

考慮して当事者間で決めるべきであるが、参考となるよう農作業の目安となる標準農作

業料金を設定し、公表している。 

(1) 水稲作業 

作 業 区 分 単 位 料金 (円) 

トラクター 

作業 

ロ ー タ リ ー 耕 起 10a当た り 3,700～ 5,250 

ロ ー タ リ ー 代 か き  〃 8,200～14,000 

施 肥 （ 堆 肥 代 別 途 ）  〃 1,050～ 1,600 

稚 苗 費 （ 種 子 代 別 途 ）  〃  12,800～17,500 

田 植 （ 機 械 植 、 補 植 別 ）  〃 6,500～ 8,000 

除 草 剤 散 布 （ 薬 剤 費 別 ）  〃 1,500～ 2,500 

防 除 （ 空 散 別 途 ）  〃 1,500 

刈 取 ・ 脱 穀  〃  15,000～18,000 

乾 燥 ・ 調 整 （ 袋 代 別 途 ）  60kg当 たり 1,400～ 1,785 

畦 畔 つ く り  1m当 た り 50～    70 

 (2) 麦作業 

作 業 区 分  単 位 料金 (円) 

ドリル播 
ト ラ ク タ ー 作 業  

(耕起･施肥･播種･鎮圧) 
10a当た り 4,200～ 6,500 

除      草 〃 800 

麦      踏 〃 600～ 1,600 

刈  取 ・ 脱  穀 〃 12,800～18,000 

乾 燥 ・ 調 整 小 麦  60kg当 たり  1,500～ 1,955 

（ 袋 代 別 途 ） ビ ー ル 麦  50kg当 たり  1,300～ 1,955 

 (3) 労務費 （1日当たり8時間） 

作  業  名 料金 (円) 

一般農作業 6,640～7,000 

 

８ 農業者年金事業 

  担い手の確保、育成、農業経営資源の継承という農業の持続発展に寄与することを目

的として、農業者年金事業の推進を図った。  
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(1) 農業者年金加入推進市内担当者研修会  

   県農業会議から講師を招き、農業者年金についての講義を受け、農業者年金加入推

進について理解を深めた。  

実施日 場  所 参加者（人） 

11月30日(月) 市役所正庁 42 

   ・参加者内訳 農業委員37人、事務局職員5人 

(2) 加入状況（3月末日現在）              （単位：人）  

通 常 加 入 政策支援加入 

94（内新規加入者9） 14（内新規加入者1） 

(3) 年金受給者数（3月末現在） 

1,373人 

 

９ 農地の権利設定、移転及び転用関係処理状況  

 (1) 農地法第3条関係 

ア 法第3条許可（所有権の移転関係）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 8 11,947.00 2,814.00 14,761.00 

5 4 4,829.00 1,250.00 6,079.00 

6 13 19,046.85 8,871.00 27,917.85 

7 10 18,279.00 1,582.71 19,861.71 

8 6 527.00 1,802.00 2,329.00 

9 6 16,328.00 1,959.00 18,287.00 

10 3 4,377.00 3,070.00 7,447.00 

11 9 40,886.00 4,207.00 45,093.00 

12 6 18,765.00 2,949.00 21,714.00 

1 12 30,288.00 2,204.62 32,492.62 

2 9 21,010.00 3,362.00 24,372.00 

3 9 23,878.00 4,395.00 28,273.00 

計 95 210,160.85 38,466.33 248,627.18 

イ 法第3条許可（賃借権、使用貸借権、区分地上権の設定・移転関係）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 2 21,526.00 483.00 22,009.00 

5 ‐ ‐ ‐ ‐ 

6 ‐ ‐ ‐ ‐ 

7 2 6,644.00 1,515.00 8,159.00 

8 2 10,755.00 854.00 11,609.00 

9 1 270.00 ‐ 270.00 

10 2 15,266.00 ‐ 15,266.00 

11 1 10,037.75 89.00 10,126.75 
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12 1 15,732.30 2,800.00 18,532.30 

1 1 12,270.00 2,616.00 14,886.00 

2 2 14,640.00 5,224.00 19,864.00 

3 3 38,600.34 224.00 38,824.34 

計 17 145,741.39 13,805.00 159,546.39 

(2) 農地法第4・5条許可 

ア 法第4条許可（調整区域内、自己転用）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 1 844.93 ‐ 844.93 

5 3 409.00 653.73 1,062.73 

6 2 ‐ 574.00 574.00 

7 ‐ ‐ ‐ ‐ 

8 3 299.00 2,176.00 2,475.00 

9 5 779.00 1,405.00 2,184.00 

10 7 ‐ 3,461.00 3,461.00 

11 ‐ ‐ ‐ ‐ 

12 2 ‐ 2,294.00 2,294.00 

1 4 1,512.57 825.00 2,337.57 

2 1 259.43 ‐ 259.43 

3 ‐ ‐ ‐ ‐ 

計 28 4,103.93 11,388.73 15,492.66 

イ 法第5条許可（調整区域内の権利の設定・移転を伴う転用）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 21 19,280.00 18,109.00 37,389.00 

5 12 10,506.00 6,268.26 16,774.26 

6 15 4,793.00 10,559.48 15,352.48 

7 12 7,225.00 9,243.00 16,468.00 

8 26 12,893.60 20,605.00 33,498.60 

9 20 16,976.00 15,776.00 32,752.00 

10 11 7,147.00 10,304.00 17,451.00 

11 14 6,687.00 5,730.00 12,417.00 

12 15 5,270.89 5,162.00 10,432.89 

1 16 11,758.00 15,109.00 26,867.00 

2 16 6,562.00 5,004.29 11,566.29 

3 11 26,467.00 6,529.00 32,996.00 

計 189 135,565.49 128,399.03  263,964.52 

(3) 農地法第4・5条届出 

ア 法第4条届出（市街化区域内、自己転用）  



- 947 - 

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 9 2,449.00 2,892.78 5,341.78 

5 11 9,180.00 4,847.00 14,027.00 

6 14 7,747.00 2,615.00 10,362.00 

7 3 901.88 500.00 1,401.88 

8 9 5,160.00 3,794.00 8,954.00 

9 7 1,494.00 1,887.00 3,381.00 

10 15 7,765.00 5,343.00 13,108.00 

11 2 ‐ 953.00 953.00 

12 9 1,733.00 1,744.00 3,477.00 

1 12 11,259.00 2,532.57 13,791.57 

2 5 1,645.00 2,199.00 3,844.00 

3 7 1,530.00 3,491.00 5,021.00 

計 103 50,863.88 32,798.35 83,662.23 

イ 法第5条届出（市街化区域内の権利の設定・移転を伴う転用）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 39 14,349.00 12,009.19 26,358.19 

5 21 6,170.00 3,184.07 9,354.07 

6 26 14,433.32 12,200.00 26,633.32 

7 18 4,522.00 6,475.00 10,997.00 

8 18 3,670.61 3,779.92 7,450.53 

9 36 15,303.00 9,567.37 24,870.37 

10 29 6,357.06 10,084.00 16,441.06 

11 26 6,342.45 7,526.83 13,869.28 

12 28 13,494.00 2,967.00 16,461.00 

1 15 3,494.61 2,062.67 5,557.28 

2 17 1,788.00 7,541.00 9,329.00 

3 30 10,009.90 9,410.91 19,420.81 

計 303 99,933.95 86,807.96 186,741.91 

(4) 農地法第18条関係（合意解約通知）  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 21 37,823.22 3,207.00 41,030.22 

5 9 30,253.00 ‐ 30,253.00 

6 15 25,949.00 1,882.00 27,831.00 

7 5 7,987.00 ‐ 7,987.00 

8 21 41,866.00 3,724.00 45,590.00 

9 23 98,910.00 3,126.00 102,036.00 

10 34 124,650.00 7,714.00 132,364.00 
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11 32 65,602.00 8,533.00 74,135.00 

12 32 87,956.00 2,773.00 90,729.00 

1 36 105,230.85 2,719.00 107,949.85 

2 27 54,983.00 384.00 55,367.00 

3 19 70,420.34 2,245.00 72,665.34 

計 274 751,630.41 36,307.00 787,937.41 

 (5) 各種証明関係  

ア 非農地証明 

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 12 366.00 22,548.78 22,914.78 

5 11 489.00 4,150.00 4,639.00 

6 19 1,009.00 13,630.00 14,639.00 

7 8 2,509.00 5,145.00 7,654.00 

8 13 2,052.00 5,153.00 7,205.00 

9 4 38.00 1,136.00 1,174.00 

10 7 ‐ 3,461.00 3,461.00 

11 6 589.00 3,390.00 3,979.00 

12 6 899.00 1,608.00 2,507.00 

1 7 2,260.00 6,178.00 8,438.00 

2 11 1,866.00 3,389.00 5,255.00 

3 9 1,942.00 2,984.00 4,926.00 

計 113 14,019.00 72,772.78 86,791.78 

イ 相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明  

件数 田  (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

5 16,643.00  15,081.52  31,724.52  

ウ 買受適格者証明  

件数 田  (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

- -  -  -  

 (6) 農業振興地域整備計画の変更協議  

件数 田  (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

32 18,933.00  27,223.75  46,156.75  

    

10 農業経営基盤強化促進法に基づく事務処理状況  

  利用権設定等促進事業に係る農用地利用集積計画を総会で決定し、市に要請した。  

(1) 利用権の設定関係  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 132 390,789.77  24,571.00  415,360.77  

5 81 351,948.00  12,819.00  364,767.00  
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6 56 179,690.00  8,552.00  188,242.00  

7 45 223,446.00  35,481.00 258,927.00  

8 19 57,609.00  3,856.00  61,465.00  

9 75 182,544.23  46,994.00  229,538.23  

10 130 538,336.84  65,312.00  603,648.84  

11 204 1,187,096.30  33,151.00  1,220,247.30  

12 258 1,159,801.74  49,777.90  1,209,579.64  

1 114 482,912.85  16,795.00  499,707.85  

2 146 560,478.00  13,560.00  574,038.00  

3 128 494,888.00  44,917.00  539,805.00  

計 1,388 5,809,540.73 355,785.90  6,165,326.63  

(2) 所有権の移転関係  

月区分 件数 田 (㎡) 畑 (㎡) 計 (㎡) 

4 ‐ ‐ ‐ ‐ 

5 2 21,093.00  ‐ 21,093.00  

6 5 11,147.00  ‐ 11,147.00  

7 1 ‐  1,597.00 1,597.00 

8 2 18,163.00  ‐ 18,163.00  

9 2 4,389.00  ‐ 4,389.00  

10 1 14,247.00 ‐ 14,247.00 

11 8 25,219.00  ‐ 25,219.00  

12 1 8,153.00  ‐ 8,153.00  

1 6 24,633.00 ‐ 24,633.00 

2 8 15,568.83  271.00 15,839.83  

3 5 6,279.00 ‐ 6,279.00 

計 41 148,891.83  1,868.00  150,759.83  

 

11 国有農地の管理事務 

  国有農地の管理、処分、対価の徴収及び登記事務の推進に努めた。  

区   分 件数(件) 筆数(筆) 面積（㎡） 

農耕貸付 14 17 5,982 

転用貸付 2 5 2,147 

未 貸 付 18 18 4,762 

合 計 34 40 12,891 

 

12 農地銀行活動事業  

  効率的かつ安定的な「育成すべき農業経営体」への農用地の利用集積を促進するため、  

農用地の有効利用と流動化等の調整を行った。（通年）  
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  ・利用権設定に結びつけたもの 1,388 件 6,165,326.93 ㎡ 

 

13 耕作放棄地解消対策事業  

耕作放棄地解消対策のため、耕作放棄地の実態把握と解消促進に努めた。  

(1) 栃木市耕作放棄地対策協議会総会   

・実施日 5月28日（木） 

・場 所 市役所 

(2) 農業委員の担当地区ごとに、耕作放棄地実態調査を実施  

   ・実施時期 9月～11月 

・耕作放棄地面積 107ha 

(3) 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金活用事業 

 耕作放棄地となってしまった農地を、農地として継続的に利用できるよう再生する

業務に対し緊急対策交付金を活用し、支援した。 

   ・西方地区  33ａ 

   ・岩舟地区  64ａ 

(4) 農業委員による耕作放棄地の解消作業  

耕作放棄地たすけ隊の支援活動として、樹木の伐採、除草作業を実施した。 

      ・栃木地区    20a 

      ・西方地区     9a 

      ・岩舟地区    10a 

 

14 家族経営協定の啓発推進  

  意欲ある担い手を育成するとともに、農業経営の体質強化を進める取組の一つとして、

農業委員による家族経営協定の普及推進に取り組んでいる。これは地域農業の振興対策

の一環としてだけでなく、「地域の農地と担い手を守り活かす運動」を助長することに

もつながる。今年度は委員自らが積極的に普及推進に取り組むことを目標とし、自身で

協定を結んだり、過去の協定を見直したりするとともに、農業委員会総会日にあわせて、

下都賀農業振興事務所職員を講師とした研修会を開催し、啓発を推進した。  

(単位：件) 

地 区 名 平成 25 年度末 平成 26 年度末 平成 27 年度末 

栃木地区 113 115 117 

大平地区 58 61 63 

藤岡地区 33 33 44 

都賀地区 28 29 31 

西方地区 61 61 62 

岩舟地区 57 58 61 

合  計 350 357 378 

 

15 農業委員会制度変更への移行準備 

(1) 広報 

農業委員会制度変更と説明会開催のチラシを作成し、新聞折込をした。 
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・折込日  3 月 26 日朝刊 

・配布地域 市内全域 

(2) 農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の推薦・募集説明会の開催  

 会  場 日  時 参加者数(人) 

１ 吹上公民館   3 月 29 日（火）午後 3 時から 18     

２ 大平公民館   3 月 29 日（火）午後 7 時から 25      

３ 大宮公民館   3 月 31 日（木）午後 3 時から 7      

４ 都賀公民館   3 月 31 日（木）午後 7 時から 19      

 

 


